
庄内空港利用旅行商品造成支援助成金交付要綱［庄内アウト］ 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、庄内空港発着の航空便を利用した募集型企画旅行、受注型企

画旅行、手配旅行（以下「旅行商品」という。）の造成、販売の実施にあたり、

旅行会社等に対し助成金を交付することにより、庄内空港の利用拡大を図るこ

とを目的とする。 

 

（交付対象者） 

第２条 助成金の交付対象者は、庄内空港を利用した旅行商品を企画し、販売及び

催行した旅行会社とする。 

 

（助成内容） 

第３条 旅行商品販売推進助成を実施する。 

（１）内 容 

   旅行会社が主催する庄内空港発着の航空便を利用した旅行商品造成に対する

搭乗席数に応じた助成。（添乗員等は助成対象外とする） 

（２）助成要件及び助成額 

   おいしい庄内空港ファンクラブ限定の旅行商品であること。往路は庄内空港

発の早朝便または別表２に記載の指定便を利用することを要件とし、金額につ

いては別表１により要件に応じて実施する。 

 

（助成期間） 

第４条 助成金の交付対象となる旅行商品は、原則として、販売開始日が令和７年

４月１日以降であり、到着日が令和８年３月３１日までのものとする。 

 

（旅行商品造成届） 

第５条 助成金の交付を受けようとする旅行会社等は、山形県電子申請サービス『や

まがたｅ申請』より必要書類を添えて、原則としてその旅行商品の募集前に、

庄内空港利用振興協議会（以下「協議会」という。）に旅行商品造成届を申請す

るものとする。 

 

（認定） 

第６条 協議会は、旅行商品造成届の申請があった場合、本要綱に適合し、かつ予

算の範囲内であることを確認した上で、提出のあった旅行会社等に認定書（様

式第１号）を交付する。 

 

 



（交付申請） 

第７条 旅行商品・販売推進助成金の交付を受けようとする旅行会社等は、交付を

受けた認定書に基づき、交付申請書（様式第２号）に搭乗証明書を添えて、催

行後速やかに協議会に提出するものとする。 

 

（助成金交付） 

第８条 協議会は、前条の交付申請書の提出があった場合、確認の上受理し、当該

申請のあった助成金を、原則として 30日以内に交付する。 

 

（その他） 

第９条 予算の都合上、助成期間中にかかわらず、助成額が予定の額に達した場合

は、助成金の交付を終了することがある。 

２ この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、協議会が

別に定める。 

 

  附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日より適用する。 

  

［別表１］旅行商品・販売推進助成金 

区分 助成要件 経路 
片道利用 

（上限） 

往復利用 

（上限） 

庄内アウト旅行商品 

席助成 

・おいしい庄内空港ファンクラブ

会員限定の旅行商品 

・往路（庄内発）は早朝便または 

指定便を利用すること 

庄内発 

羽田便 
5,000円/人 10,000円/人 

庄内発 

乗継便 
7,500円/人 15,000円/人 

子育て応援事業 

（U-18 割） 

・18 歳以下の者が 1 人以上の大人

と同伴し、上記区分の助成要件を

満たす旅行商品に申し込むこと。 

（庄内アウト旅行商品席助成との

併用可） 

庄内発 

全便 
5,000円/人 10,000円/人 

 

 

 

［別表２］ 

指定便 期間増便 

 



 

様式第１号 

庄内空港利用旅行商品造成支援助成事業 

旅 行 商 品 造 成 認 定 書 

 

 

令和  年  月  日 

 

  

             様 

 

庄内空港利用振興協議会 

                        会長   矢 口 明 子 

 

 

 令和  年  月  日付けで届出のありました下記の旅行商品造成を、標記事

業の対象とすることについて認定します。 

 

記 

 

 １ 旅行商品造成助成の認定 

 

   認定№【Ｂ－ 】   

 

旅行商品名：  

 

出 発 日：令和  月  日( )  泊 日 

認定催行数     催行 

認定座席数     人・  席    庄内⇔羽田線・乗継利用 

       

うち子育て応援事業（U-18割）対象    人・  席 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問合わせ先】 

 庄内空港利用振興協議会事務局［庄内総合支庁総務課連携支援室］  

  住 所 ／ 〒997-1392 山形県東田川郡三川町大字横山字袖東 19-1 

  TEL ／ 0235-66-5442 FAX ／ 0235-66-2835  E-mail ／ yshonairennkei@pref.yamagata.jp 

（旅行商品造成助成） 

＊ 旅行催行後速やかに、助成金交付申請書をご提出願います。 

＊ 認定後に出発日等に変更があった場合は、速やかにご連絡願います。 

 
 



 

様式第２号 

庄内空港利用旅行商品造成支援助成事業 

販売推進助成金交付申請（実績報告）書 

 

令和  年  月  日 

庄内空港利用振興協議会 

 会 長  矢 口 明 子  様 

申請者 事業者名称  

 代表者氏名               

 所 在 地  

 担当者名   

 電話番号   

 

 下記旅行商品について、標記助成金の交付を受けたいので、関係書類を添付して

提出します。 

記 

 

 １ 認 定 番 号         ※認定書に記載された認定番号を記入（例、Ａ－３） 

 

 ２ 旅行商品名                            

 

 ３ 催 行 日   令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

 

 ４ 販売座席数   庄内空港発         席  

           庄内空港着         席  

            合 計           席           

 ５ 申 請 額           円   

           内 訳 

                      庄内⇔羽田線    片道利用  5,000円 ×      席 

             庄内⇔羽田線    往復利用  5,000円 × 2    席 

             乗 継 利 用    片道利用  7,500円 ×      席 

             乗 継 利 用    往復利用  7,500円 × 2    席 

                          子育て応援（U-18割）片道利用  5,000円 ×      席 

             子育て応援（U-18割）往復利用  5,000円 × 2    席 

 

       【添付書類】 

 □ 搭乗証明書、旅行行程表、子育て応援（U-18）助成対象者確認資料 

 □ 振込先金融機関名、支店名、口座番号、口座名義の分かる資料 

 


